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法定福利費の確保による建設業の社会保険等未加入対策の徹底について 
 
 
 建設業においては、平成２４年度より、産業の持続的な発展に必要な人材の確保と、事業

者間の公平で健全な競争環境の構築のため、平成２９年度を目標年次として社会保険等の未

加入対策を進めてまいりました。 
また、昨年の第１９２回臨時国会で成立した「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推

進に関する法律」（平成２８年１２月１６日公布）が本年３月１６日に施行され、同法に定め

られた基本理念として、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額等が定められるこ

と及び建設工事従事者の安全及び健康の確保が行われること等が掲げられており、建設業に

おいて法定福利費の確保による社会保険等未加入対策の徹底が一層重要となっているところ

です。 
今般、建設工事の発注者の皆様にあらためて建設業における社会保険等未加入対策の取組

みについてご理解、ご協力をいただきたく、下記について傘下の会員企業各位への周知をお

願いいたします。 
 

記 
 
 建設業では、高齢化により近い将来労働者の不足が懸念されるにも関わらず、社会保険等

に適正に加入しない企業が多く存在する状況にありました。このため、平成２９年度までに

許可業者の加入率を１００％とすること等を目標とし、行政、各建設業団体及び各企業等に

よる総合的な社会保険等（雇用、健康、厚生年金保険）の未加入対策を進めてまいりました。 
建設企業の取組の指針である「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において

は、遅くとも平成２９年度以降は、法令上の加入義務があるにも関わらず未加入である下請

企業及び作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとすべきことと

されています。 
 



社会保険の加入を進めるために特に必要なのが、労働者を雇用する企業にとって義務的な

経費である法定福利費（法令上事業主に負担する義務のある社会保険料相当額）の確保です。

受注競争の激化などにより、本来固定費であるべき法定福利費も変動費化して請負金額の中

で十分に確保されない状況にあったため、各建設企業において見積りの段階で必要となる法

定福利費を計算し、その額を内訳として明示した標準見積書を活用することで、請負金額の

中で法定福利費の確保を図る取組を行っているところです。 
 
「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」（平成２３年８月）においても、

発注者及び受注者は見積時から法定福利費を必要経費として適正に考慮すべきとされていま

す。 
発注者の皆様におかれては、建設業における社会保険等未加入対策の取組についてご理解

を頂くとともに、発注する工事の建設作業を担う労働者に係る法定福利費を含む適正な積算

に基づき予定価格を設定し、必要な経費を適切に見込んだ価格による発注を行って頂くこと

につき、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 


